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子育て情報局

Child  Information

ボランティア募集
【対象】大学生・短大生・専

門学生・社会人の方で協力い

ただける方

【内容】①小・中学生のため

の学習相談会のボランティア

②野外活動等のボランティア

③クッキング教室、クラフト

講座のボランティアなど

【申込み・問合せ】直接窓口

か電話、Ｅメールで青少年セ

ンターへ

軽快な音楽に合わせながら行
うストレッチなど
【とき】6 月 1 日㈪、15 日㈪、

29日㈪午前9時30分～11時

【対象】おとな

【参加費】1 回 300 円

【申込み】当日受付

読み聞かせ講習会
【とき】6 月 20 日㈯午前 10

時～ 12 時

【対象】18 歳以上で子ども

に本などを読み聞かせたい方

【内容】読み聞かせの実習・紙

芝居

【講師】根っこの会

【定員】20 名

【申込み・問合せ】電話か E

メールで青少年センターへ

ほっとネットせんなん
【とき】6 月 27 日㈯午前 10

時～ 12 時

【ところ】デイセンターせん

なん

【対象】小学生 ( 小学部 )・中

学生 ( 中学部 )・高等部の障

がいのある子どもと保護者

【内容】ボウリング大会

【定員】親子で 15 組

【参加費】ゲーム代 300 円、

靴代 300 円

【申込み】往復ハガキか E メー

ルで、ほっとネットせんなん

参加希望、住所、参加者氏名

（ふりがな）、電話番号を明記

の上、青少年センターへ。

6 月 26 日㈮午後 5 時締切

センター・キッズ・ダンス・
サークル

【とき】毎週土曜日午前 10

時～ 11 時 30 分

【対象】市内の小・中学生

【参加費】1 回 500 円

英語で歌おう
【とき】6 月 13 日㈯午後 1

時 30 分～ 3 時

【対象】小中学生

【参加費】300 円

【申込み】電話か E メールで

青少年センターへ

子ども元気広場しんげ
【とき】毎週水曜日①午前 9

時 30 分～ 12 時②午後 1 時

30 分～ 5 時

【ところ】旧新家幼稚園

【対象】①就学前の子どもと

その保護者②小中学生を中心

とする市内の子ども

【内容】安心で安全な居場所

と遊びの提供

自習室を開放
【とき】開館中はいつでも

【対象】市内の小学生～社会人

【申込み】当日受付

パソコンルームを開放
【とき】毎週金曜日午後 3 時

～ 5 時

学校に行きたがらない子を
持つ親の会「フラワーズ」
【とき】6 月 11 日㈭午前 10

時～ 12 時

【対象】おとな

【内容】心理カウンセラーと

ともに子どものことを話しま

しょう

【講師】野
の ざ き

崎淑
ひ で か

香さん

【参加費】１回 500 円

【申込み】当日受付

【問合せ】フラワーズ

（☎ 090-3920-5214）

★青少年センター（☎ 484-3500）
泉南市ウェブサイト＞教育・文化・スポーツ＞青少年

〒 590-0521
樽井八丁目 13 番 18 号／ FAX：482-5425
e-mail：seishonen-center@city.sennan.lg.jp
青少年センターの行事にＥメールでお申込みの方へは、
２，３日中に確認メールをお届けします。届かない場合
は、青少年センターへご連絡ください。
●【ところ】の記載の無いものはすべて青少年センターで行います
●【参加費】の記載の無いものは無料です

　平成 26 年に小中学生に実施した子

どもの生活に関するアンケートでは、

不安や悩みがあった時にどうするかを

聞いた項目があります。小学生は、母

親に相談、友達に相談、父親に相談が

上位 3 位でした。中学生は、友達に

相談、誰にも言わない、母親に相談の

順でした。小学生も第 4 位は誰にも

言わないという回答でした。

　子どもにとって、身近な存在である

家族や友達に話をすることが最も多い

結果となっています。子どもたちは、

普段の何気ない会話の中で気持ちを発

信しています。「今日こんなことが

あった」という事実を話した時には、

その中に込められた気持ちに気付いて

あげてください。悔しい、悲しいとい

う感情も、誰かが受け止めることで、

前に進む力になります。すぐに答えが

欲しいわけではなく、話しながら自分

で答えを探していく過程を必要として

いるのです。子どもの話を聞く。これ

は子どもの権利を尊重する最も基本的

なことです。

　誰にも言わないという回答が多いの

は、大変気がかりです。長く、子ども

の相談室を設置してきた自治体の相談

員は、相談しないことを「身近な人に

相談をすると心配や迷惑をかけてしま

うのではないか」「自分のことを信じ

てもらえないのではないか」「適切に

対処してもらえず、さらに傷つくので

はないか」などの不安があると分析し

ています。条例の前文をつくった子ど

もたちは、「子どもが最後まで話す前

に、おとなが結論を出すのではなく、

とにかく最後まで聞いてほしい」と言

っていました。

　子どもを取り巻くおとなが心がけて

いきたいと思います。　

                                          

シリーズ：子どもの権利 No.29　子どもの相談～不安や悩みがあったとき～　

【問合せ】泉南市子どもの権利に関する条例事務局（人権教育課☎ 483-

3672 ／ FAX483-7306 ／ e-mail:jinkenkyouiku@city.sennan.lg.jp）　


